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まるごとビジネスサポートサービス利用規約【現改比較表】2026年3月1日現在 

～2026年3月31日（利用規約改定前） 2026年4月1日（利用規約改定後）～ 

 

第４条（ビジネスdアカウント等） 

1. 本サービスの利用には、株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ＮＴＴドコモ」といいます。）が

別途定めるビジネスdアカウント規約（以下「ビジネスdアカウント規約」といいます。）

に基づきＮＴＴドコモが発行したID及びパスワード（以下総称して「ビジネスdアカウン

ト等」といいます。）が必要です。ビジネスdアカウント等の取扱いに関する条件は、ビ

ジネスdアカウント規約に定めるところによります。 

2.  契約者がビジネスｄアカウントを削除した場合は本サービスの利用ができなくなるもの

とします。 

3． ドコモビジネスパッケージ専用プラン及びビジネスプラス専用プランにおいて、本条は

適用されないものとします。   

第４条 削除 

 

第１６条（契約期間） 

1. 本サービスの基本プランの契約期間は、初月の場合、当月末日までとなります（ 例：8月

15日から8月31日まで）。翌月以降の契約期間は、前項に定める契約期間内に第25条（契

約者による本契約の解除）に定める解約手続きを実施されない場合、自動更新されるもの

とします。ドコモビジネスパッケージ専用プラン及びビジネスプラス専用プランにおい

ては、ドコモビジネスパッケージ又はビジネスプラス申込み、別に締結した契約に定める

契約期間に従うものとします。また、ビジネスマホパックONE専用プランにおいては、特

約書に定める契約期間に従うものとします。 

2. IT資産管理 by ジョーシスの契約期間は1年間となり、契約成立日から起算した1年後の

第１６条（契約期間） 

1. 本サービスの基本プランの契約期間は、初月の場合、当月末日までとなります（ 例：8月

15日から8月31日まで）。翌月以降の契約期間は、当該契約期間の15日までに第25条（契

約者による本契約の解除）に定める解約手続きを実施されない場合、自動更新されるもの

とします。ドコモビジネスパッケージ専用プラン及びビジネスプラス専用プランにおいて

は、ドコモビジネスパッケージ又はビジネスプラス申込み、別に締結した契約に定める契

約期間に従うものとします。また、ビジネスマホパックONE専用プランにおいては、特約

書に定める契約期間に従うものとします。 

2. IT資産管理 by ジョーシスの契約期間は1年間となり、契約成立日から起算した1年後の月
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月末日となります（例：2023年9月26日契約成立の場合、2024年9月末日までが契約期

間。解約可能期間は2024年9月1日～9月末日までの1か月間です。解約のお申し出がない

限り、1年間の契約を自動更新します。その場合は2024年10月1日～2025年9月末日まで

が次の契約期間となります。）。契約者がIT資産管理 by ジョーシスの契約期間中にIT

資産管理 by ジョーシスを解約された場合、残存期間相当月数に月額利用料を乗じた額

（以下、「途中解約金」といいます）を当社指定の期日までにお支払いいただきます。な

お、IT資産管理 by ジョーシスをご利用いただく間は、本サービスの契約が必要となり

ます。 

末日となります（例：2023年9月26日契約成立の場合、2024年9月末日までが契約期間。解

約可能期間は2024年9月1日～9月15日までの期間です。解約のお申し出がない限り、1年間

の契約を自動更新します。その場合は2024年10月1日～2025年9月末日までが次の契約期間

となります。）。契約者がIT資産管理 by ジョーシスの契約期間中にIT資産管理 by ジョー

シスを解約された場合、残存期間相当月数に月額利用料を乗じた額（以下、「途中解約金」

といいます）を当社指定の期日までにお支払いいただきます。なお、IT資産管理 by ジョー

シスをご利用いただく間は、本サービスの契約が必要となります。 

第１７条（利用料金） 

1. 本サービスの各プランの料金（税込み）は以下の各号に定めるとおりです。 

(1)基本プラン 

①まるごとビジネスサポート 5回までプラン：月額2,200円 

②まるごとビジネスサポート 20回までプラン：月額3,740円 

③ まるごとビジネスサポート 回数無制限プラン：月額10,000円 

①～③いずれも月末締め翌月請求とします。 

 

 

(2)以降省略 

第１７条（利用料金） 

1. 本サービスの各プランの料金（税込み）は以下の各号に定めるとおりです。 

(1)基本プラン 

①まるごとビジネスサポート 5回までプラン：月額2,200円 

②まるごとビジネスサポート 20回までプラン：月額3,740円 

③まるごとビジネスサポート 回数無制限プラン：月額10,000円 

① ～③いずれも月末締め翌月請求とします。 

④訪問サポートのお支払方法は通常と異なります。個別に発行された請求書にてお支払い  

をお願いいたします。 

(2)以降省略 

第１８条（支払方法）  

 

 

 

第１８条（支払方法）  

1. 契約者は、当社が利用料金その他の債務に係る債権を、当社が定める事業者（以下「請求

事業者」といいます。）に譲渡することを承認していただきます。また、当社及び請求事

業者は、契約者への個別の通知を省略するものとします。 
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1. 利用料金の支払い方法は、バーコード付き請求書による支払い（銀行振り込み可能）が基

本となり、このほかに別途申込手続きをすることでクレジットカード払い又は口座振替

を利用することができますが、クレジットカード払い又は口座振替は、申込手続きが完了

した翌月の請求から開始します。 

2. 利用料金の支払期日は、請求月の末日とします。 

3. 当社は、特段の定めがある場合を除き、利用契約が途中で終了した場合であっても契約者

が支払った利用料金の返金は行わないものとします。 

4. 当社は、利用料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過しても

(※)請求事業者は、NTT ファイナンス株式会社（以下、「NTT ファイナンス」といいます。）

を指します。利用料金その他の債務に係る債権は当社から NTT ファイナンスに譲渡される

ものとします。この場合の支払方法は NTT ファイナンスが定める「通信サービスご利用料

金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約によるものとします。 

2. 前項の定めに従い利用料金その他の債務に係る債権が請求事業者に譲渡される場合、契約

者は、当社が契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等の情報（請求事業者が契約者へ利

用料金を請求するために必要な情報に限ります。）並びに金融機関の口座番号及びクレジ

ットカードのカード番号等の情報（請求事業者が料金を回収するために必要な情報に限り

ます。）を当社が請求事業者へ提供することにつき、同意していただきます。 

3. 第 1 項の定めに従い利用料金その他の債務に係る債権が請求事業者に譲渡される場合、契

約者は、第 1 項の規定に基づき請求事業者へ譲渡された債権に係る情報（請求事業者への

支払状況に関するものに限ります。）が請求事業者から当社に提供されることにつき同意

していただきます。この同意は、当社が請求事業者に代って契約者から取得したものとし

て取り扱われます。 

4. 利用料金の支払い方法は、バーコード付き請求書による支払い（銀行振り込み可能）が基本

となり、このほかに別途申込手続きをすることで口座振替を利用することができますが、

口座振替は、手続きが完了した際に別途送付する「口座振替事前通知書」発行後、最初の

請求から開始します。 

5. 利用料金の支払期日は、請求月の末日とします。 

6. 当社は、特段の定めがある場合を除き、利用契約が途中で終了した場合であっても契約者

が支払った利用料金の返金は行わないものとします。 

7. 当社は、利用料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもな
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なお契約者から支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数

について年14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として請求することができるもの

とします。 

 

 

5. ドコモビジネスパッケージ専用プラン及びビジネスプラス専用プランの利用料金は、ビ

ジネスプラス利用規約または別に締結した契約の条件に従い、ビジネスプラスの料金と

併せて請求するものとします。 

6. ビジネスマホパックONE専用プランの利用料金は、特約書の条件に従い、ビジネスマホパ

ックONEの料金と併せて請求するものとします。 

お契約者から支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数につ

いて年 14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として請求することができるものとし、

当該請求を受けた契約者は当社が指定する期日までにこれを支払っていただきます。ただ

し、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合は、この限りでありませ

ん。 

8. ドコモビジネスパッケージ専用プラン及びビジネスプラス専用プランの利用料金は、ビジ

ネスプラス利用規約または別に締結した契約の条件に従い、ビジネスプラスの料金と併せ

て請求するものとします。 

9. ビジネスマホパック ONE 専用プランの利用料金は、特約書の条件に従い、ビジネスマホパ

ック ONE の料金と併せて請求するものとします。 

第２４条（本サービスの提供停止等） 

1． 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、契約者に対す 

る事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができ

るものとします。 

(1)第5条（利用契約の成立）第3項各号のいずれかに該当するとき。 

(2)第21条（禁止事項）又は第22条（届出義務）に違反したとき。 

(3)第18条（支払方法）に定める支払期日を経過してもなお利用料金その他の当社に対する債

務を弁済しないとき（当社がその弁済の事実を確認できない場合を含みます。）。 

(4)契約者がビジネスｄアカウントを解除したとき。  

(5)当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。 

(6)第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき。 

(7)その他本規約等に違反したとき。 

第２４条（本サービスの提供停止等） 

1． 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、契約者に対す 

事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるも

のとします。 

(1)第 5 条（利用契約の成立）第 3 項各号のいずれかに該当するとき。 

(2)第 20 条（禁止事項）又は第 21 条（届出義務）に違反したとき。 

(3)第 18 条（支払方法）に定める支払期日を経過してもなお利用料金その他の当社に対す 

る債務を弁済しないとき（当社がその弁済の事実を確認できない場合を含みます。）。 

(4)当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。 

(5)第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったと

き。 

(6)その他本規約等に違反したとき。 
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(8)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

2. 当社は、契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて当

該事由を解消することを求めることができるものとします。ただし、本項の定めは、当社

が第26条（当社が行う本契約等の解除）に基づき本契約を解除することを妨げるもので

はありません。 

3． 第1項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合であっても、契約者は利用料金の

支払義務を免れることはできません。 

(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

2. 当社は、契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて当

該事由を解消することを求めることができるものとします。ただし、本項の定めは、当社

が第26条（当社が行う本契約等の解除）に基づき本契約を解除することを妨げるものでは

ありません。 

3．第 1 項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合であっても、契約者は利用料金の 

支払義務を免れることはできません。 

第３０条（通知） 

1. 当社は、本サービスに関する契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により

行うことができるものとします。 

(1)契約者が当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知 

(2)契約者がビジネスdアカウントのIDとして利用されているメールアドレス又はビジネス

dアカウント規約に基づく予備メールアドレスとして登録されているメールアドレスへ

の電子メールによる通知 

(3)契約者がサービス契約時に入力したメールアドレスへの電子メールによる通知 

(4)その他当社が適当と判断する方法 

2. 前項各号に掲げる方法による契約者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点

になされたものとみなします。 

3. 当社は、第1項各号に掲げる方法のほか、上にその内容を掲載することをもって、本サー

ビスに関する契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が

当該通知内容をWeb等に掲載した時点をもって当該通知が契約者に対してなされたもの

とみなします。 

第３０条（通知） 

1. 当社は、本サービスに関する契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により

行うことができるものとします。 

(1)契約者が当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知 

 

 

 

(2)契約者がサービス契約時に入力したメールアドレスへの電子メールによる通知 

(3)その他当社が適当と判断する方法 

2. 前項各号に掲げる方法による契約者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点に

なされたものとみなします。 

3. 当社は、第1項各号に掲げる方法のほか、上にその内容を掲載することをもって、本サービ

スに関する契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当

該通知内容をWeb等に掲載した時点をもって当該通知が契約者に対してなされたものと

みなします。 
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第３５条（責任の制限） 

1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提

供をしなかったときは、本サービスがご提供できない状態（本サービスを提供するために

必要なシステム、設備（以下、本ソフトウェア及びリモートサポートアプリを含み「当社

設備等」といいます）に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含み、以下、本条において同じとします）にあることを当社が知った時刻から起算

して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範

囲内で賠償するものとします。 

2. 前項の場合、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った日か

らその状態が連続した日数に応じた基本料金（年額）の日割計算した金額を損害とみな

し、その額に限って賠償するものとします。 

3. 前二項に定める場合の他に、本サービスに関して当社が契約者に対して損 害賠償責任

を負う場合、当社が賠償する損害は、通常かつ直接の損害（本サービスが全く利用できな

い状態が生じた時点において契約者が利用している基本プランに係る基本料金の1ヵ月

分（IT資産管理 byジョーシスについてはジョーシス利用規約第15条（保証の否認及び

免責）に基づき、月額利用料の１２か月分）を上限とします）に限るものとし、当社は、

如何なる場合であっても、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益、使

用機会の喪失による損害についての責任は負わないものとします。 

4. 前三項の規定は、当社の故意又は重過失により契約者に損害が生じた場合は適用し 

ないものとします。 

第３５条（責任の制限） 

1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提

供をしなかったときは、本サービスがご提供できない状態（本サービスを提供するために

必要なシステム、設備（以下、本ソフトウェア及びリモートサポートアプリを含み「当社

設備等」といいます）に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含み、以下、本条において同じとします）にあることを当社が知った時刻から起算

して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範

囲内で賠償するものとします。 

2. 前項の場合、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った日か

らその状態が連続した日数に応じた基本料金（年額）の日割計算した金額を損害とみなし、

その額に限って賠償するものとします。 

3. 前二項に定める場合およびその他本サービスに関して当社が契約者に対して損 害賠償責

任を負う場合、当社が賠償する損害は、通常かつ直接の損害（本サービスが全く利用でき

ない状態が生じた時点において契約者が利用しているプランに係る基本料金の1ヵ月分

（IT資産管理 byジョーシスについてはジョーシス利用規約に基づき、月額利用料の１２

か月分）を上限とします）に限るものとし、当社は、如何なる場合であっても、間接損害、

特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益、使用機会の喪失による損害についての責

任は負わないものとします。 

4. 前三項の規定は、当社の故意又は重過失により契約者に損害が生じた場合は適用し 

ないものとします。 

 附則（令和 8 年 2 月 27 日 ＣＡＳ２サ 000400017022-01 号） 

（実施期日） 
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この改正規定は、令和 8 年 4 月 1 日から実施します。 

  

 

  




